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電気事業法の一部を改正する法律案について

令和８年４月

経済産業省

大臣官房産業保安・安全グループ

資料２



① 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物等について第三者機関（登録適合性確認機関）による工事前の技術基準への適合性確認
の対象とすることで、強度等の構造の安全性を高める。

② 製品・施工不良等、設置者のみでは原因究明・再発防止等が困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を設ける。

✓ ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化により国際的なエネルギー情勢が変化する一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれている。

✓ こうした中で、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進するべく、大規模な地域内・地域間送電線の整備の促進や大規模電源の整備の促進等による供給
力の確保、電気事業の安定的・持続的発展のための環境整備、太陽電池発電設備等の安全性の向上等に関する措置を講じる。

電気事業法の一部を改正する法律案の概要

１．大規模送電線・大規模電源の整備の促進等

背景・法律案の概要

（１）大規模送電線（地域内送電線・地域間送電線）の整備の促進等

① 経済産業大臣が一般送配電事業者等の地域内送電線等の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関（電力広域機関）※が整備等に必要な資金の貸付け
を行う（財政投融資等を活用）。
※電気事業の広域的運営の推進のため、電気の需給状況の監視や供給力の確保の促進等を行う認可法人

② 電力広域機関が行っている一般送配電事業者等に対する地域間送電線等の認定計画に基づく整備等に必要な資金の貸付けの原資を拡充する（財政投融資等を
活用）。

③ 広域での電力取引によって生じる資金（値差収益※）を国庫納付することとし、電力広域機関への補助を通じた地域間・地域内送電線の整備等に活用する。
※卸電力取引所において電気を北海道・東京などの供給エリアを越えて売買するときに発生する差額

（２）大規模電源の整備の促進等

① 経済産業大臣が大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域機関が整備等に必要な資金の貸付けを行う（財政投融資等を活用）。

② 大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議を行うことを定める。

２．電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備

３．太陽電池発電設備等の安全性の向上

（１）小売電気事業の事業環境整備

• 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業者の登録取消事由に一定期間の休止等を追加する。

（２）電力取引の促進

• 現行の翌日市場（翌日の電力の取引を行う市場）に加えて、今後、安定供給の確保の観点で重要となる中長期市場（翌々日以降の将来の電力の取引を行う
市場）や需給調整市場（需給バランスを一致させるために必要な電力（調整力）の取引を行う市場）を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督でき
るものとし、市場運営の健全性を確保することによって、電力の卸取引の活性化を図る。
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電気事業法における保安規制の全体像

事業用電気工作物の工事・維持・運用に係る規制（例）

設置者 国

保安規程・主任技術者の届出

工事計画の届出

保安規程変更命令

工事計画変更命令

報告徴収・立入検査

技術基準適合命令

事故報告
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自
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保

安

使用前自主検査

定期自主検査

使用前安全管理審査

定期安全管理審査

使用前自己確認・確認結果の届出

適合性確認
※現在は風力のみ対象

登録機関による審査 国による監督設置者による手続

工
事
前

工
事
後

維
持
運
用

※赤字が今回措置する部分
製造事業者等の協力を得る
ための措置（勧告・公表等）

太陽電池発電設備の
構造安全性の強化

• 電気事業法では、公共の安全を確保するため、電気工作物の工事、維持及び運用を規制。

• 設置者責任の原則の下、国が定める技術基準への適合を、設置者が定める保安規程と専門性を持った主任技術者の配置を通じた

自主保安により担保する仕組みを基本に、事業者の保安管理体制の確認や変更命令など、国は事後規制を中心に最低限の監督を

実施。
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太陽電池発電設備の構造安全性の強化

新たに設ける太陽電池発電設備の構造安全性の適合性確認の位置づけ

2000kW以上

2000kW未満
10kW以上

保安規程
届出/遵守

保安規程
届出/遵守

(50kW以上)
or

基礎情報届出
(50kW未満)

主任技術者
選任/届出

主任技術者
選任/届出

(50kW以上)

工事計画
届出・審査

使用前
自主検査

使用前
自己確認
/結果届出

工事 使用開始

資格者による監督

資格者による監督

技術基準適合性
を自ら検査
※検査体制を
登録機関が審査

技術基準適合性
を自ら確認

技術基準
適合維持義務

※支持物の構
造等に関する
基準を含む

保安体制・
点検方法等

保安体制・
点検方法等

適合性確認

登録機関による
確認

適合性確認

登録機関による
確認

※赤字が追加する部分

確認結果
提出

※確認結果添付

現行では構造安全性を国が審査

現行では設置者が構造安全性を自己確認 4

太陽電池発電設備について、土木建築の専門性を有する第三者機関が、工事前に構造に関する技術基準への適合性を確認する

仕組みを設ける。

【課題】現行制度では、太陽電池発電設備の安全に関する技術基準への適合性について、出力の大きい設備は工事前に国が審

査、出力が小さい設備は設置者が自ら確認。近年の事故の状況や設置者の取組の課題を踏まえ、設計不備による事故を防止し、

安全性を更に向上させる必要がある。



製造事業者等の協力を得るための措置

① 製造事業者・輸入販売事業者・工事業者（関係事業者）は、設置者の求めに応じ、技術基準への適合のため必要な措置の実

施に協力するよう努めなければならないこととする。

② 関係事業者が協力せず、当該措置の実施に支障がある場合における経済産業大臣による勧告や公表を可能とする。

③ 経済産業大臣による関係事業者への報告徴収や立入検査※、電気工作物の提出命令を可能とする。

※製造・輸入販売事業者に対しては、経済産業大臣がNITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）に立入検査を行わせることも可能とする。

協力を義務化

協力の求め
関係事業者
製造・輸入販売事業者・

工事業者

設置者 経済産業大臣

技術基準適合命令（法40条）

・勧告・公表

・報告徴収・立入検査(※)

技術基準適合維持
義務（法39条） （※）立入検査現場で検査困難な事業用電気

 工作物の提出を命令できることとする。
（製造・輸入販売事業者に限る）
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【課題】発電設備等の事業用電気工作物については、設置者責任の原則の下、設置者にその技術基準への適合を義務付け、設置

者が製造事業者と協力して事故原因究明や再発防止等を実施。

しかし、太陽光発電や風力発電では、原因究明等に当たり、製造事業者からの十分な協力を得られなかった事例も存在。
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